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(57)【要約】
　呼吸用マスク（１）を着用するためのヘッドバンド部
材（１００）、及びそのヘッドバンド部材を含むヘッド
クレードル（１０）が提供される。ヘッドバンド部材（
１００）は、一方向に延びる支持部材（１３０）と、そ
の支持部材（１３０）の一方の端部部分に形成されてお
り、中を通過させるように形成されている挿通穴（１１
６）を含む、第１の結合部分（１１０）と、支持部材（
１３０）のもう一方の端部部分に形成されている、第２
の結合部分（１２０）と、第１の結合部分（１１０）又
は第２の結合部分（１２０）の端部部分に形成されてお
り、ストラップ（３０）と接続されるストラップ接続部
分（１４０）とを含み、第２の結合部分（１２０）の少
なくとも一部が、第１の結合部分（１１０）の挿通穴（
１１６）内に挿入されることにより、それら第１の結合
部分（１１０）及び第２の結合部分（１２０）が、互い
に結合されるように設けられ、このヘッドバンド部材（
１００）は、ストラップ（３０）を介して呼吸用マスク
（１）のマスク本体（２０）に接続される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方向に延びる支持部材と、
　前記支持部材の一方の端部部分に形成されており、中を通過させるように形成されてい
る挿通穴を含む、第１の結合部分と、
　前記支持部材の他方の端部部分に形成されている、第２の結合部分と、
　前記第１の結合部分又は前記第２の結合部分の端部部分に形成されており、ストラップ
と接続される、ストラップ接続部分と、を備えるヘッドバンド部材であって、
　前記第２の結合部分の少なくとも一部が、前記第１の結合部分の前記挿通穴内に挿入さ
れることにより、前記第１の結合部分及び前記第２の結合部分が、互いに結合されるよう
に設けられ、前記ヘッドバンド部材が、前記ストラップを介して呼吸用マスクのマスク本
体に接続され、前記呼吸用マスクの着用状態が維持される、ヘッドバンド部材。
【請求項２】
　前記第１の結合部分が、前記挿通穴の内周面から突出するように形成されているクリッ
ク突出部を含む、請求項１に記載のヘッドバンド部材。
【請求項３】
　前記第２の結合部分が、
　前記挿通穴内に挿入可能な形状を有するキャップと、
　前記キャップの表面から突出するように形成されている可撓性リングであって、前記第
２の結合部分を貫通するように形成されている円形穴内に収容されており、前記円形穴の
内周面から突出している接続突出部を介して、前記円形穴の前記内周面と接続されている
可撓性リングと、を含む、請求項２に記載のヘッドバンド部材。
【請求項４】
　前記キャップが、前記可撓性リングが形成されている表面とは反対側を向いた表面が中
心に向けて隆起している湾曲形状で形成されている、請求項３に記載のヘッドバンド部材
。
【請求項５】
　前記可撓性リングが、前記可撓性リングの外周面の１つの位置から突出するように形成
されている結合突出部を含み、前記結合突出部を収容可能な結合溝が、前記クリック突出
部内に形成されている、請求項３に記載のヘッドバンド部材。
【請求項６】
　前記可撓性リングが、前記接続突出部内に径方向で形成されている陥凹溝を含む、請求
項３に記載のヘッドバンド部材。
【請求項７】
　前記第１の結合部分が、前記クリック突出部と向かい合う内周面から径方向で突出する
ように形成されているストッパを更に含む、請求項２に記載のヘッドバンド部材。
【請求項８】
　前記ストラップ接続部分が、ストラップ接続穴の側壁部と接続されている固定具を含み
、前記固定具の端部部分が選択的に係合する段差部分が、前記ストラップ接続穴の他方の
側壁部上に突出して形成されている、請求項１に記載のヘッドバンド部材。
【請求項９】
　１つ以上のストラップ把持溝が、前記ストラップ接続部分の前記段差部分内に陥凹して
形成されており、前記固定具が、前記ストラップ把持溝に対応する位置で、前記段差表面
に面する表面から突出するように形成されているストラップ把持突出部を含む、請求項８
に記載のヘッドバンド部材。
【請求項１０】
　前記ストラップ把持突出部が、前記固定具の、前記段差表面に面する表面に対して、斜
めに形成されている、請求項９に記載のヘッドバンド部材。
【請求項１１】
　前記ストラップ接続部分が、前記支持部材の延長方向に対して、所定の角度で捩れた方
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式で形成されている、請求項１に記載のヘッドバンド部材。
【請求項１２】
　前記ストラップ接続部分が、前記ストラップに接続されている側を有するバックルを介
して、前記ストラップに接続される、請求項１に記載のヘッドバンド部材。
【請求項１３】
　前記ストラップ接続部分が、突出部材が突出している表面を含み、前記突出部材の形状
に対応する形状を有する結合溝が、前記バックル内に形成されており、前記突出部材が前
記結合溝内に挿入されることにより、前記ストラップ接続部分が前記バックルに結合され
る、請求項１２に記載のヘッドバンド部材。
【請求項１４】
　互いに結合された２つのヘッドバンド部材を備える、ヘッドクレードルであって、前記
ヘッドバンド部材が、
　一方向に延びるバンド部分と、
　前記バンド部分の一方の端部部分に形成されており、中を通過させるように形成されて
いる挿通穴を有する、第１の結合部分と、
　前記バンド部分のもう一方の端部部分に形成されている、第２の結合部分と、
　前記第１の結合部分又は前記第２の結合部分の端部部分に形成されており、マスク本体
と接続されているストラップと接続される、ストラップ接続部分と、を含み、
　前記２つのヘッドバンド部材のうち、一方の側の前記第２の結合部分の少なくとも一部
が、他方の側の前記第１の結合部分の前記挿通穴内に挿入されて結合され、前記他方の側
の前記第２の結合部分の少なくとも一部が、前記一方の側の前記第１の結合部分の前記挿
通穴内に挿入されて結合されており、前記２つのヘッドバンド部材が、前記第１の結合部
分及び前記第２の結合部分の中心の周りで、互いに対して所定の角度で枢動可能となるよ
うに、かつ展開することが可能、又は展開状態から再び畳み込み可能となるように設けら
れている、ヘッドクレードル。
【請求項１５】
　前記第１の結合部分が、前記挿通穴の内周面から突出するように形成されているクリッ
ク突出部を含む、請求項１４に記載のヘッドクレードル。
【請求項１６】
　前記第２の結合部分が、
　前記挿通穴内に挿入可能な形状を有するキャップと、
　前記キャップの表面から突出するように形成されている可撓性リングであって、前記第
２の結合部分を貫通するように形成されている円形穴内に収容されており、前記円形穴の
内周面から突出している接続突出部を介して、前記円形穴の前記内周面に接続されている
可撓性リングと、を含み、
　前記キャップが、前記挿通穴内に挿入されることにより、前記第１の結合部分及び前記
第２の結合部分が、互いに結合される、請求項１５に記載のヘッドクレードル。
【請求項１７】
　前記キャップが、前記挿通穴内に挿入される場合、前記キャップの少なくとも一部が、
前記挿通穴の内側に位置決めされ、前記第２の結合部分が、前記第１の結合部分に対して
回転する場合、前記キャップが、前記挿通穴によって案内されて回転する、請求項１６に
記載のヘッドクレードル。
【請求項１８】
　前記第１の結合部分が、前記クリック突出部と向かい合う内周面から径方向で突出する
ように形成されているストッパを更に含み、
　前記キャップが、前記可撓性リングが形成されている表面とは反対側を向いた表面が中
心に向けて隆起している湾曲形状で形成されており、前記クリック突出部及び前記ストッ
パが、前記挿通穴に前記キャップが挿入される際に、前記第２の表面が上を移動する傾斜
表面を含む、請求項１６に記載のヘッドクレードル。
【請求項１９】
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　前記キャップが前記挿通穴内に挿入されると、前記キャップが、前記クリック突出部及
び前記ストッパによって、挿入方向とは反対の方向に分離することを防止する、請求項１
８に記載のヘッドクレードル。
【請求項２０】
　前記可撓性リングが、前記可撓性リングの外周面の１つの位置から突出するように形成
されている結合突出部を含み、前記結合突出部を収容可能な結合溝が、前記クリック突出
部内に形成されており、陥凹溝が、前記接続突出部内に径方向で形成されている、請求項
１６に記載のヘッドクレードル。
【請求項２１】
　前記ストラップ接続部分が、ストラップ接続穴の側壁部に接続されている固定具を含み
、
　前記固定具の端部部分が選択的に係合する段差部分が、前記ストラップ接続穴の他方の
側壁部上に突出して形成されている、請求項１４に記載のヘッドクレードル。
【請求項２２】
　１つ以上のストラップ把持溝が、前記ストラップ接続部分の前記段差部分内に陥凹して
形成されており、前記固定具が、前記ストラップ把持溝に対応する位置で、前記段差表面
に面する表面から突出するように形成されているストラップ把持突出部を含む、請求項２
１に記載のヘッドクレードル。
【請求項２３】
　前記ストラップ把持突出部が、前記固定具の前記段差表面に面する表面に対して、斜め
に形成されている、請求項２２に記載のヘッドクレードル。
【請求項２４】
　前記ストラップ接続部分が、前記支持部材の延長方向に対して、所定の角度で捩れた方
式で形成されており、前記ヘッドクレードルが最大限に展開されると、互いに結合されて
いる２つの支持部材が、前記ストラップ接続部分の仮想中心線に対して対称となる、請求
項１４に記載のヘッドクレードル。
【請求項２５】
　前記ストラップ接続部分が、前記ストラップに接続されている側を有するバックルを介
して、前記ストラップに接続される、請求項１４に記載のヘッドクレードル。
【請求項２６】
　前記ストラップ接続部分が、突出部材が突出している表面を含み、前記突出部材の形状
に対応する形状を有する結合溝が、前記バックル内に形成されており、前記突出部材が、
前記結合溝内に挿入されることにより、前記バックルが、前記ストラップ接続部分に結合
される、請求項２５に記載のヘッドクレードル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、呼吸用マスクを着用するためのヘッドバンド部材、及びそのヘッドバンド部
材を含むヘッドクレードルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、周囲環境から着用者が汚染物質を吸い込むことを防ぐための保護器具である、
呼吸マスクは、汚染されている周囲空気を、清浄な空気が存在しているマスクの内側から
隔てるために、着用者の鼻及び口に密着して着用される。このとき、マスクは、そのマス
クを通過する空気を濾過するために使用することができる。このタイプの呼吸マスクは、
建設、製造、自動車の塗装及び修理、医薬品生産、外科手術などを含めた、多くの産業用
に使用されている。
【０００３】
　そのような呼吸マスクは、そのマスクの両端部に接続されているストラップを、着用者
の頭部上に着用するために設けられている、ヘッドクレードルに接続されるものであり、
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このヘッドクレードルによって、そのマスクを、着用者の顔面と緊密に接触した状態に維
持することができる。
【０００４】
　呼吸マスクを着用するために使用される従来のヘッドクレードルの一例が、韓国公開特
許公報第１０－２０１３－００４９１８０号（「特許文献１」）で開示されている。
【０００５】
　この特許文献１で開示されているヘッドクレードルは、第１の側方延長部材及び第２の
側方延長部材を含むものであり、着用者が呼吸マスクを着用する場合に、それら第１の側
方延長部材及び第２の側方延長部材が、着用者の頭部に適合して支持される構造体を有す
る。このとき、第１の側方延長部材及び第２の側方延長部材は、互いに対して枢動点で枢
動可能であるように形成されているため、着用者が首の周りにマスクを掛ける場合に、そ
れら第１の側方延長部材及び第２の側方延長部材は、互いに接近する方向に枢動すること
によって、畳み込み状態へと変化することができる。それゆえ、マスク本体は、着用者の
胸部の前から見た場合に顔面が覆われていない、収納位置に位置決めすることができる。
【発明の概要】
【０００６】
　しかしながら、上述のような従来のヘッドクレードルは、以下の問題点を有する。
　ヘッドクレードルを形成している第１の側方延長部材及び第２の側方延長部材は、互い
に異なる形状を有するため、それらは異なるプロセスを通じて製造される。それゆえ、そ
のヘッドクレードルの製造プロセスは、単純ではないという問題点がある。
【０００７】
　更には、第１の側方延長部材及び第２の側方延長部材が、互いに対して枢動して頭部上
に着用される場合、それら２つの部材の相対的な位置は、ラッチ機構によって固定される
が、しかしながら、第２の側方延長部材は、そのラッチ機構によって、第１の側方延長部
材のラッチの外側に外れることが防止されているのみであり、第２の側方延長部材が、ラ
ッチの内側に向けて移動することを防止する手立ては存在していない。また、それら２つ
の部材は、互いに完全に固定することができないため、ガタつき感が着用者に伝わる恐れ
があるという問題点もある。
【０００８】
　更には、第２の側方延長部材がラッチに結合される際、第２の側方延長部材がラッチの
外側で停止している状態で、着用者が、引き続き第２の側方延長部材をラッチの内側へと
押し込むと、その第２の側方延長部材は、ラッチの内側に突然挿入されて結合されるが、
この場合、ヘッドクレードルが着用される際に、また首の周りにヘッドクレードルを掛け
るために畳み込まれる際にも、クリック感が滑らかなものとはならないという問題点があ
る。
【０００９】
　前述の問題点を解決するために提供される、本開示の実施形態は、単純な製造プロセス
を有し得る、ヘッドバンド部材、及びそのヘッドバンド部材を含むヘッドクレードルを提
供するものであり、それらは、マスクが顔面上に着用されている場合に、そのマスクが着
用者の頭部上に確実に固定されているという感触を伝えることができ、そのマスクが、頭
部上に着用するために展開される際、又は首の周りに掛けるために畳み込まれる際に、滑
らかなクリック感を伝えることができる。
【００１０】
　本開示の一態様は、ヘッドバンド部材を提供するものであり、このヘッドバンド部材は
、一方向に延びる支持部材と、その支持部材の一方の端部部分に形成されており、中を通
過させるように形成されている挿通穴を含む、第１の結合部分と、支持部材の他方の端部
部分に形成されている、第２の結合部分と、第１の結合部分又は第２の結合部分の端部部
分に形成されており、ストラップと接続されるストラップ接続部分とを含み、第２の結合
部分の少なくとも一部が、第１の結合部分の挿通穴内に挿入されることにより、それら第
１の結合部分及び第２の結合部分が、互いに結合されるように設けられ、このヘッドバン
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ド部材は、ストラップを介して呼吸用マスクのマスク本体に接続され、その呼吸用マスク
の着用状態が維持される。
【００１１】
　本開示の実施形態によれば、それらの実施形態は、単純な製造プロセスを有し、マスク
が顔面上に着用されている場合に、そのマスクが着用者の頭部上に確実に固定されている
という感触を伝え、そのマスクが、頭部上に着用するために展開される際、又は首の周り
に掛けるために畳み込まれる際に、滑らかなクリック感を伝えるという効果がある。
【００１２】
　更には、互いに結合された後、長時間にわたって使用された場合であっても、容易に分
離されることがないため、従来のものと比較して、製品の寿命が増大するという効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態によるヘッドクレードルが、着用者の頭部上に着用され
ている状態を示す図である。
【図２】図１のヘッドクレードルが畳み込まれて、着用者の首の周りに掛けられている状
態を示す図である。
【図３】図１のヘッドクレードルが畳み込まれている形状、及び展開されている形状を示
す図である。
【図４】図１のヘッドバンド部材の斜視図である。
【図５】図１のヘッドバンド部材の第１の結合部分を示す図である。
【図６】図１のヘッドバンド部材の第２の結合部分を示す図である。
【図７】図１のストラップ接続部分の固定具上に形成されている、ストラップ把持突出部
を示す図である。
【図８】図１のストラップ接続部分の拡大された端部部分を示す図である。
【図９】図１のストラップに接続されたストラップ接続部分が、切断されている状態を示
す図である。
【図１０】図１の２つのヘッドバンド部材が互いに結合され、ヘッドクレードルを形成し
ている状態を示す斜視図である。
【図１１】図１０の線Ａ－Ａに沿った断面図である。
【図１２】図１のヘッドクレードルの２つのヘッドバンド部材の、一方の側の第１の結合
部分と、他方の側の第２の結合部分とが、結合状態で互いに対して枢動する状態を示す図
である。
【図１３ａ】本発明の第２の実施形態によるヘッドクレードルが、ストラップを接続する
ためのバックルに結合される状態を示す図である。
【図１３ｂ】本発明の第２の実施形態によるヘッドクレードルが、ストラップを接続する
ためのバックルに結合される状態を示す図である。
【図１４】図１３の線Ｂ－Ｂに沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以降では、本発明の趣旨を理解するための例示的実施形態が、図面を参照して詳細に説
明される。本明細書では、説明の便宜上、それらの図面は、正確な縮尺で描かれてはいな
い。また、本発明の説明では、関連及び着目する機能若しくは構造体の具体的説明が、本
発明の要旨を不明瞭にする恐れがあると見なされる場合、その具体的説明は、省略される
ものとする。
【００１５】
　図１は、本開示の第１の実施形態によるヘッドクレードルが、着用者の頭部上に着用さ
れている状態を示す図であり、図２は、図１のヘッドクレードルが畳み込まれて、着用者
の首の周りに掛けられている状態を示す図であり、図３は、図１のヘッドクレードルが畳
み込まれている形状、及び展開されている形状を示す図である。
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【００１６】
　図１～図３を参照すると、本開示の一実施形態によるヘッドクレードル１０は、着用者
の鼻及び口と緊密に接触して、周囲環境内の汚染物質を着用者が吸い込むことから保護す
る、呼吸用マスク１を着用するために使用することができる。呼吸用マスク１は、着用者
の顔面と接触して、その呼吸マスク内に異物が流入することを阻止する、マスク本体２０
を含み得る。
【００１７】
　マスク本体２０は、着用者の口及び鼻を覆うように形成することができ、着用者に不快
感を与えることがないように突出部を含み、ストラップ３０に接続されている両側部を含
み、ストラップ３０によってヘッドクレードル１０に接続することができる。
【００１８】
　更には、マスク本体２０は、着用者が吸入する空気を濾過するように構成された、フィ
ルタを含み得る。例えば、マスク本体２０は、１つ以上の濾過層を含む濾過構造部と、そ
の濾過構造部を支持して形状を維持するための支持構造部とを含み得る。このとき、濾過
構造部は、シートタイプに形成することができ、様々な形状及び構造で形成することがで
きる。
【００１９】
　更には、濾過構造部は、着用者が吸息又は呼息する際に空気が通過することが可能な、
流体透過性の表面区域を含み得る。
【００２０】
　更には、濾過構造部は、粒子捕捉フィルタ、あるいは、ガス及び蒸気フィルタとするこ
とができる。一実例によれば、マスク本体２０は、濾過構造部に接続されている呼気弁（
図示せず）を更に含み得るものであり、着用者が吐出する空気を、マスクの内側から迅速
に除去することができ、この呼気弁は、マスク本体２０の中央部分に形成することができ
る。
【００２１】
　ストラップ３０は、マスク本体２０の側方部分に接続された一方の端部と、ヘッドクレ
ードル１０に接続された他方の端部とを含み得る。更には、ストラップ３０は、外力が加
えられると全長が２倍に増大し、その外力が解除されると弛緩状態に復元することが可能
であるような、弾性を有し得る。
【００２２】
　マスク本体２０の両側部のストラップ３０は、特定の長さまで延びて、着用者の頭部の
両側部上のヘッドクレードル１０に接続することができ、このとき、ストラップ３０は、
その弾性ストラップ３０の復元力による張力を有し得るものであり、マスク本体２０は、
そのストラップ３０の張力により、着用者の顔面と緊密に接触し得る。
【００２３】
　例えば、ストラップ３０は、約２５～６０ｃｍの長さ、５～１０ｍｍの幅、及び０．９
～１．５ｍｍの厚さを有し得る。
【００２４】
　更には、ストラップ３０は、様々な材料、例えば、熱硬化性ゴム、熱可塑性エラストマ
、製紐糸若しくは編糸とゴムとの組合せ、及び非弾性の編組要素などで製造することがで
きる。
【００２５】
　その一方で、ヘッドクレードル１０は、２つのヘッドバンド部材１００で形成すること
ができる。図３を参照すると、２つのヘッドバンド部材１００は、端部部分に形成されて
いる第１の結合部分１１０及び第２の結合部分１２０によって、互いに結合されており、
第１の結合部分１１０及び第２の結合部分１２０に対して、所定の角度で枢動可能であり
、展開することが可能、又は畳み込み可能である。
【００２６】
　それゆえ、２つのヘッドバンド部材１００は、ヘッドクレードル１０を形成する２つの
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ヘッドバンド部材１００を、展開された状態で着用者の頭部上に着用することができる方
式で、また呼吸用マスク１を、着用者の顔面に固定することができる方式で、また着用者
が、ヘッドクレードル１０を着用状態から解除して、呼吸用マスク１を取り外し、首の周
りに掛ける際に、それら２つのヘッドバンド部材１００を畳み込み、容易に首の周りに掛
けることができる方式で、製造することができる。
【００２７】
　ヘッドバンド部材１００の具体的構造を、図４～図６に従って説明する。図４は、図１
のヘッドバンド部材の斜視図であり、図５は、図１のヘッドバンド部材の第１の結合部分
を示す図であり、図６は、図１のヘッドバンド部材の第２の結合部分を示す図である。
【００２８】
　図４～図６を参照すると、ヘッドバンド部材１００は、一方向に延びる支持部材１３０
と、その支持部材１３０の一方の端部部分に形成されている、第１の結合部分１１０と、
支持部材１３０の他方の端部部分に形成されている、第２の結合部分１２０と、第１の結
合部分１１０又は第２の結合部分１２０の端部部分に形成されており、ストラップ３０（
図示せず）と接続されるストラップ接続部分１４０とを含み得る。
【００２９】
　更には、ヘッドバンド部材１００は、可撓性材料で形成することができ、一例として、
可撓性を有するポリマー系プラスチック材料で形成することができ、互いに反対側を向い
た２つの側面を有する、平坦形状を有し得る。
【００３０】
　具体的には、第１の結合部分１１０は、一方の側から他方の側に貫通するように形成さ
れている、挿通穴１１６と、この挿通穴１１６の内周面から突出するように形成されてい
る、クリック突出部１１２及びストッパ１１４とを含み得る。更には、クリック突出部１
１２及びストッパ１１４は、挿通穴１１６の両端部から径方向で突出し得る。しかしなが
ら、このことは単なる例に過ぎず、本開示の構想は、ストッパ１１４及び挿通穴１１６が
形成される位置を限定するものではない。
【００３１】
　クリック突出部１１２の表面内には、結合溝１１８が、挿通穴１１６の直径の方向で陥
凹して形成されている。結合溝１１８は、第２の結合部分１２０の可撓性リング１２４上
に突出して形成されている結合突出部１２８を、収容することが可能な形状を有し得る。
【００３２】
　更には、クリック突出部１１２及びストッパ１１４はそれぞれ、挿通穴１１６の中心に
向けて減少する厚さを有する、１つの傾斜表面を有し得る。それらクリック突出部１１２
及びストッパ１１４上に形成されている傾斜表面は、第２の結合部分１２０のキャップ１
２２が、第１の結合部分１１０の挿通穴１１６内に挿入される際に、その第２の結合部分
１２０のキャップ１２２が、第１の結合部分１１０の挿通穴１１６に円滑に入り込むこと
を可能にし得る。
【００３３】
　挿通穴１１６は、円形の形状に形成されているため、第２の結合部分１２０のキャップ
１２２は、挿通穴１１６内にキャップ１２２が挿入されている状態で、回転可能となる。
この場合、２つのヘッドバンド部材１００は、それらの両端部が互いに結合されると、互
いに対して枢動可能となり、畳み込み可能、又は展開することが可能となる。このとき、
２つのヘッドバンド部材１００は、例えば４５°の角度範囲内で展開することができるが
、本発明の構想は、それに限定されない。
【００３４】
　第２の結合部分１２０は、第１の結合部分１１０の挿通穴１１６内に挿入可能なキャッ
プ１２２と、そのキャップ１２２の表面から突出するように形成されている可撓性リング
１２４とを含み得る。更には、可撓性リング１２４は、第２の結合部分１２０の両表面を
貫通する、円形穴１２１内に収容されており、可撓性リング１２４は、円形穴１２１の内
周面から突出する形状を有する、接続突出部１２６を介して、円形穴１２１の内周面に接
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続されている。
【００３５】
　キャップ１２２の可撓性リング１２４が形成されている表面とは反対側を向いた表面は
、その中心に向けて隆起している湾曲表面を有する形状を有する。キャップ１２２が挿通
穴１１６内に挿入される際、この湾曲表面は、ストッパ１１４及び結合突出部１２８の傾
斜表面と接触して、その傾斜表面の上を滑動する。それゆえ、第１の結合部分１１０及び
第２の結合部分１２０は、互いに円滑に結合することが可能である。
【００３６】
　可撓性リング１２４は、接続突出部１２６を介して円形穴１２１の内周面に接続されて
いる、リング形状を有する部材であり、キャップ１２２と円形穴１２１の内周面とを接続
している。更には、可撓性リング１２４は、リング形状を有し、かつ、接続突出部１２６
を介して、その可撓性リング１２４が、円形穴１２１の内周面と径方向で両端部から接続
されている形状を有し得る。
【００３７】
　更には、可撓性リング１２４は、外周面の１つの位置から突出するように形成されてい
る、結合突出部１２８と、接続突出部１２６内に径方向で形成されている、陥凹溝１２９
とを含む。この場合、第１の結合部分１１０及び第２の結合部分１２０が互いに結合され
、互いに対して枢動する際、結合突出部１２８は、クリック突出部１１２の上を移動する
。このとき、可撓性リング１２４は、クリック突出部１１２と結合突出部１２８との干渉
によって、弾性的に変形し得る。
【００３８】
　具体的には、可撓性材料で形成された可撓性リング１２４は、接続突出部１２６が可撓
性リング１２４に接続されていない場所で、特定の自由度を超えて、径方向で伸長可能か
つ収縮可能である。更には、可撓性リング１２４が収縮する際、接続突出部１２６内に形
成されている陥凹溝１２９は、より狭くなり得るものであり、可撓性リング１２４の伸長
又は収縮は、比較的より自由なものとなり、結合突出部１２８がクリック突出部１１２の
上を移動する際、可撓性リング１２４は、径方向で収縮することができる。
【００３９】
　収縮した可撓性リング１２４は、結合突出部１２８が結合溝１１８内に収容されると、
復元することができる。
【００４０】
　更には、結合突出部１２８は、可撓性リング１２４の径方向で両端部に形成されている
、接続突出部１２６の一方の周辺に形成することができ、クリック突出部１１２が円形穴
１２１内に収容され、接続突出部１２６の一方と緊密に接触する際に、結合溝１１８が位
置決めされる位置に、結合突出部１２８を形成することができる。
【００４１】
　それゆえ、ヘッドクレードル１０を形成する２つのヘッドバンド部材１００が、互いに
対して枢動する際、ストッパ１１４及びクリック突出部１１２は、第２の結合部分１２０
の接続突出部１２６と緊密に接触するまで枢動し、枢動が完了すると、結合溝１１８内に
、結合突出部１２８を収容することができる。
【００４２】
　その一方で、ストラップ接続部分１４０は、第１の結合部分１１０又は第２の結合部分
１２０の外周面から突出している形状に、形成することができる。本発明の実施形態では
、第１の結合部分１１０にストラップ接続部分１４０が形成されている構造体は、例示的
なものであり、本開示の構想は、それに限定されない。
【００４３】
　ストラップ接続部分１４０は、ストラップ３０が、マスク本体２０に接続する部分であ
り、ストラップ３０との接続及びストラップ３０の長さを制御することが可能となるよう
に設けられている。以降では、ストラップ接続部分１４０の具体的構造を、添付図面の図
７～図９に従って説明する。
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【００４４】
　図７は、図１のストラップ接続部分の固定具上に形成されている、ストラップ把持突出
部を示す図であり、図８は、図１のストラップ接続部分の拡大された端部部分を示す図で
あり、図９は、図１のストラップに接続されたストラップ接続部分が、切断されている状
態を示す図である。
【００４５】
　図７～図９を参照すると、ストラップ接続部分１４０は、矩形の形状を有するストラッ
プ接続穴１４１と、そのストラップ接続穴１４１を形成する１つの側壁部、及びヒンジ１
４６によって接続されている、矩形の断面を有する固定具１４２とを含み得る。更には、
固定具１４２の端部部分１４５と選択的に係合する、段差部分１４３を、ストラップ接続
穴１４１の他方の側壁部に、穴の内側に向けて突出するように形成することができる。
【００４６】
　固定具１４２は、端部部分１４５が、段差部分１４３の段差表面１４９と係合している
状態に、ヒンジ１４６に対して枢動することができ、また、固定具１４２は、ストラップ
接続穴１４１の外側へと突出することもできる。この場合、固定具１４２は、固定具１４
２と段差部分１４３との間に間隙を形成するように枢動することにより、着用者は、スト
ラップ接続穴１４１に、ストラップ３０の端部部分を通過させることができる。この状態
で、着用者は、その間隙内にストラップ３０の端部部分を押し込むことにより、ストラッ
プ接続穴１４１にストラップ３０を通過させ、ストラップ接続部分１４０とストラップ３
０とを接続することができる。
【００４７】
　通過させたストラップ３０は、固定具１４２の端部部分１４５と段差部分１４３との間
に締め付けることができ、そのヘッドバンド部材１００に対する位置を固定することがで
き、より具体的には、通過させたストラップ３０は、固定具１４２の端部部分１４５から
突出しているストラップ把持突出部１４４のうちの１つ以上が、段差部分１４３内に形成
されているストラップ把持溝１４７のうちの１つ以上内に挿入される際に発生する圧力に
より、締め付けて把持することができる。
【００４８】
　この目的のために、段差部分１４３は、ストラップ把持突出部１４４に対応する位置に
、ストラップ接続穴１４１の内側に面する表面から陥凹して形成されている、ストラップ
把持溝１４７を含み得る。更には、ストラップ把持突出部１４４は、ストラップ把持溝１
４７の幅に対応する厚さに形成することができる。
【００４９】
　このとき、ヒンジ１４６から発生した復元力（トルク）が、固定具１４２の端部部分１
４５に伝達されることによって、ストラップ３０に、ストラップ３０を把持する圧力を加
えることができる。
【００５０】
　更には、ストラップ把持突出部１４４は、段差部分１４３の段差表面１４９に面する、
固定具１４２の表面に対して、所定の角度で下向きに傾斜するように形成することができ
る。この形状により、ストラップ３０が把持される際に、ストラップ３０を把持する圧力
がストラップ３０に良好に伝達され、ストラップ３０は、ストラップ把持突出部１４４と
ストラップ把持溝１４７との間で緊密に締め付けられるため、ストラップ３０が把持され
ている位置を、良好に維持することができる。
【００５１】
　更には、着用者がストラップ３０の長さを調節する場合、ストラップ３０の一部の通過
部分が、ストラップ把持突出部１４４の突出方向とは反対の方向に引き寄せられて、スト
ラップ３０が、ストラップ把持突出部１４４の傾斜表面の上を滑動することにより、スト
ラップ３０に加えられている把持圧力にもかかわらず、ストラップ３０の長さを容易に調
節することができる。
【００５２】
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　このとき、着用者は、ストラップ接続部分１４０の端部部分１４８を手作業で固定して
いる状態で、ストラップ３０を容易に引き寄せることができる。
【００５３】
　更には、着用者が、ストラップ３０の長さを反対方向に調節する場合、固定具１４２を
手作業で枢動させて、固定具１４２の端部部分１４５と段差部分１４３との間に間隙が形
成されている状態で、ストラップ３０を反対方向に引き寄せることによって、ストラップ
３０の長さを調節することができる。
【００５４】
　以降では、上述の構造体を有する、本発明の実施形態によるヘッドバンド部材１００及
びヘッドクレードル１０の機能並びに効果を、添付図面の図１０～図１２に従って説明す
る。
【００５５】
　図１０は、図１の２つのヘッドバンド部材が互いに結合され、ヘッドクレードルを形成
している状態を示す斜視図であり、図１１は、図１０の線Ａ－Ａに沿った断面図であり、
図１２は、図１のヘッドクレードルの２つのヘッドバンド部材の、一方の側の第１の結合
部分と、他方の側の第２の結合部分とが、結合状態で互いに対して枢動する状態を示す図
である。
【００５６】
　図１０～図１２を参照すると、本発明の一実施形態によるヘッドクレードル１０は、２
つのヘッドバンド部材１００が互いに結合されることによって形成されるものであり、こ
のとき、それら２つのヘッドバンド部材１００のうち、一方の側の第１の結合部分１１０
を、他方の側の第２の結合部分１２０に結合することができ、他方の側の第１の結合部分
１１０を、一方の側の第２の結合部分１２０に結合することができる。
【００５７】
　第１の結合部分１１０及び第２の結合部分１２０を互いに結合する際、第２の結合部分
１２０のキャップ１２２を、第１の結合部分１１０の挿通穴１１６内に挿入することがで
きる。このとき、キャップ１２２が、挿通穴１１６に進入を開始すると、キャップ１２２
の表面は、第１の結合部分１１０のクリック突出部１１２及びストッパ１１４によって部
分的に干渉され、キャップ１２２に進入方向で一定の力を加え続けると、可撓性のキャッ
プ１２２の形状が変化して、クリック突出部１１２及びストッパ１１４と接触しているキ
ャップ１２２の表面が、それらクリック突出部１１２及びストッパ１１４に形成されてい
る傾斜表面の上を滑動する。
【００５８】
　このプロセスを経て、キャップ１２２が完全に挿入されると、クリック突出部１１２及
びストッパ１１４上にキャップ１２２が捕捉された状態が維持され、キャップ１２２が、
挿入方向とは反対の方向で挿通穴１１６内に抜け落ちることを防止することにより、第１
の結合部分１１０及び第２の結合部分１２０を、互いに完全に結合することができる。
【００５９】
　更には、第１の結合部分１１０及び第２の結合部分１２０が互いに完全に結合されてい
る状態で、挿通穴１１６内に、キャップ１２２の少なくとも一部を収容することができる
。それゆえ、キャップ１２２が挿通穴１１６の内部で回転する際、そのキャップ１２２の
回転は、挿通穴１１６の内周面によって案内される。
【００６０】
　以降では、このプロセスを経て互いに結合された２つのヘッドバンド部材１００が、互
いに対して枢動することによって、ヘッドクレードル１０が展開されるプロセス又は畳み
込まれるプロセスを説明する。
【００６１】
　図１２に示されるように、キャップ１２２が挿通穴１１６内に収容され、ヘッドクレー
ドル１０が畳み込まれている状態では、可撓性リング１２４の結合突出部１２８が、結合
溝１１８内に収容されていない状態を維持することができる。ヘッドクレードル１０が、
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畳み込み状態から展開される際、第１の結合部分１１０及び第２の結合部分１２０が、互
いに対して枢動して、可撓性リング１２４は、第１の結合部分１１０の挿通穴１１６の内
部で回転する。
【００６２】
　可撓性リング１２４が引き続き回転して、結合突出部１２８がクリック突出部１１２と
接触すると、可撓性リング１２４の回転が干渉され、このとき、引き続きトルクが加えら
れると、可撓性リング１２４は、径方向で収縮され、結合突出部１２８が、クリック突出
部１１２の上を移動して、結合溝１１８内に収容される。このプロセスでは、結合突出部
１２８が、クリック突出部１１２の上を移動する間に、結合突出部１２８は、突然、結合
溝１１８内に収容されてクリック突出部１１２と衝突し、その衝突と共にクリック音が発
生して、クリック感が着用者に伝えられる。
【００６３】
　結合突出部１２８が結合溝１１８内に収容されると、ストッパ１１４及びクリック突出
部１１２は、第２の結合部分１２０の接続突出部１２６によって干渉され、可撓性リング
１２４は、それ以上回転することを妨げられる。
【００６４】
　着用者は、このプロセスを経てヘッドクレードル１０を容易に展開することができ、伝
達されたクリック感を受け取ることによって、展開の完了を認識することができる。ヘッ
ドクレードル１０が展開されている状態では、結合突出部１２８が、結合溝１１８内に収
容されていることによって、その展開状態を維持することができる。
【００６５】
　その一方で、ストラップ接続部分１４０は、支持部材１３０に対して、所定の角度で捩
れた方式で形成することができ、例えば、４５°捩らせて形成することができる。この場
合には、ヘッドクレードル１０が展開される際、ストラップ接続部分１４０及び２つの支
持部材１３０は、対称形状で展開することができる。具体的には、図１２に示されるよう
に、ヘッドクレードル１０が最大限に展開されると、２つの支持部材１３０は、ストラッ
プ接続部分１４０の仮想中心線に対して、対称となり得る。
【００６６】
　それゆえ、ヘッドクレードル１０が着用者の頭部上に着用される場合、ストラップ接続
部分１４０は、マスク本体２０に向けた方向に配設することができ、ストラップ３０を、
そのストラップ接続部分１４０の延長方向に向けて延びるように配設して、マスク本体２
０に接続することができる。それゆえ、着用者がストラップ３０の長さを調節する際には
、ストラップ３０の延長方向を、ストラップ接続部分１４０の延長方向に揃えるための努
力は、必要とされない。
【００６７】
　ヘッドクレードル１０が畳み込まれている場合、２つのヘッドバンド部材１００の支持
部材１３０は、互いに対してほぼ水平状態に維持されており、ヘッドクレードル１０が展
開される間に、支持部材１３０の中央部分が、互いから離れる方向に移動し、同時に、支
持部材１３０の結合部分１１０及び結合部分１２０が位置決めされている両端部が、互い
に接近して、支持部材１３０は、一方向に屈曲される。このとき、支持部材１３０を、特
定の方向にのみ屈曲するように誘導することができ、このことは、２つの結合部分１１０
及び結合部分１２０に支持部材１３０が接続されている同じ側の表面に形成されている、
補強部分１３２によって可能となる。
【００６８】
　具体的には、補強部分１３２は、第１の結合部分１１０及び第２の結合部分１２０と支
持部材１３０とが、互いに接続されている位置に形成されており、第１の結合部分１１０
及び第２の結合部分１２０から支持部材１３０に向けて、その厚さが減少する形状を有す
るように、形成されている。更には、補強部分１３２は、キャップ１２２が突出している
表面とは反対側を向いた表面上に、形成することができる。それゆえ、ヘッドクレードル
１０が展開される場合、ヘッドバンド部材１００は、補強部分１３２が形成されている表



(13) JP 2018-531637 A 2018.11.1

10

20

30

40

50

面が互いに向き合うように、屈曲することができ、ヘッドクレードル１０は、キャップ１
２２の突出方向がその外側を向くように、展開させることができる。
【００６９】
　このプロセスを経て展開されたヘッドクレードル１０は、そのヘッドクレードル１０が
、ストラップ３０を介してマスク本体２０に接続されている状態で、着用者の頭部上に着
用させることができ、マスク本体２０は、その着用者の頭部上に固定されるように維持す
ることができる。
【００７０】
　その一方で、着用者は、ヘッドクレードル１０を畳み込み、その着用者の首の周りに呼
吸用マスク１を掛けることができる。この場合には、着用者は、ヘッドクレードルを、２
つのヘッドバンド部材１００が展開される方向とは反対の方向に枢動させることによって
、畳み込むことができる。このとき、結合溝１１８内に収容されていた結合突出部１２８
が、再びクリック突出部１１２の上を移動して、着用者にクリック感を伝えることができ
る。
【００７１】
　上述の本発明の実施形態のヘッドバンド部材１００及びヘッドクレードル１０によれば
、ヘッドクレードル１０は、同じ形状を有する２つのヘッドバンド部材１００を、互いに
結合することによって形成することができるため、その製造プロセスは、異なる形状を有
する２つの部材を含む、従来のヘッドクレードルの製造プロセスよりも単純であり、マス
ク本体２０が顔面上に着用される場合、支持部材１３０は、ヘッドクレードル１０が展開
されている状態で、所定の角度で屈曲されることにより、着用者の頭部上にヘッドクレー
ドル１０が確実に固定されている感触を、着用者に伝えることができるという効果がある
。
【００７２】
　更には、ヘッドクレードル１０が、頭部上にマスクを着用するために展開される際、又
は、首の周りに掛けるために畳み込まれる際に、クリック突出部１１２と結合突出部１２
８との相互作用により、滑らかなクリック感が伝えられるため、従来のヘッドクレードル
が、着用者にガタつき感を伝え、着用者に滑らかなクリック感を提供することが困難であ
るという問題点を、克服することができる。
【００７３】
　更には、２つのヘッドバンド部材１００が、互いに結合された後に、畳み込み又は展開
されることによって、長時間にわたって繰り返し使用される場合であっても、ストッパ１
１４及びクリック突出部１１２上にキャップ１２２が捕捉されている状態が、挿通穴１１
６内にキャップ１２２が収容されている状態で維持されるため、キャップ１２２は、容易
に分離されることがなく、それゆえ、製品の寿命が、従来のものと比較して増大し得ると
いう効果がある。
【００７４】
　その一方で、例えば危険な作業場所では、呼吸用マスク１及びヘルメットが、同時に着
用される場合があり得る。この場合には、本発明の実施形態によれば、ストラップ３０は
、ヘッドクレードル１０に直接接続されているため、着用者は、ヘッドクレードル１０を
頭部上に着用し、そのヘッドクレードル１０の上にヘルメットを被せることによって、ヘ
ルメットを着用するべきである。それゆえ、ヘッドクレードル１０及びヘルメットは、重
ね合わされた方式で着用されるため、着用者の頭部は、必要以上に圧迫され、それゆえ、
着用者は不快感を覚える。更には、ヘルメットは、着用者の頭部と緊密に接触していない
ため、頭部に衝撃が加わると、その衝撃が適切に吸収されない恐れがあるという問題点が
生じ得る。
【００７５】
　上述の問題点を解決するために、以下で説明される本発明の第２の実施形態が開示され
る。以降では、本発明の第２の実施形態による、ヘッドバンド部材、及びそのヘッドバン
ド部材を有するヘッドクレードルを、添付図面の図１３及び図１４に従って説明する。
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【００７６】
　図１３は、本発明の第２の実施形態によるヘッドクレードルが、ストラップを接続する
ためのバックルに結合される状態を示す図であり、図１４は、図１３の線Ｂ－Ｂに沿った
断面図である。
【００７７】
　図１３及び図１４を参照すると、本発明の別の実施形態によるヘッドバンド部材２００
は、ストラップ接続部分２４０が、上述の実施形態のものとは異なる形状を有し、追加的
に設けられたバックル４０を介してストラップ３０に接続される、構造体を有し得る。以
降では、上述の相違点を主に説明するものとし、同じ説明及び数字が、上述の実施形態か
ら引用される。
【００７８】
　本発明の実施形態によるヘッドバンド部材２００で形成されたヘッドクレードル１０は
、着用者の頭部と緊密に接触することができ、バックル４０及びストラップ３０を介して
接続されているマスク本体２０を、着用者の顔面と緊密に接触させて維持することができ
る。
【００７９】
　この目的のために、ストラップ接続部分２４０は、バックル４０に結合することが可能
な構造体を有する。具体的には、ストラップ接続部分２４０は、バックル４０の結合溝４
２６に対応する形状及び位置で、その表面から突出している、突出部材２４２を含み得る
。このとき、突出部材２４２は、結合溝４２６の幅と同じ厚さを有するように、ストラッ
プ接続部分２４０の表面から延長方向に形成することができる。
【００８０】
　例えば、２つの突出部材２４２は、バックル４０の結合部分４２０内に形成されている
、２つの結合溝４２６に対応して形成することができ、結合部分４２０の中央結合部材４
２２を、２つの突出部材２４２の間のスペース内に挿入することができる。すなわち、バ
ックル４０が結合部分４２０に結合される際、結合溝４２６内に挿入された突出部材２４
２によって、ストラップ接続部分２４０に対するバックル４０の位置を固定することがで
きる。
【００８１】
　更には、バックル４０が結合される際に、中央結合部材４２２の底面から突出するよう
に形成されている係合突出部（図示せず）を収容することが可能な、係合穴２４４を、ス
トラップ接続部分２４０内に形成することができる。
【００８２】
　ストラップ接続部分２４０がバックル４０に結合されるプロセスを、以下の通り説明す
る。バックル４０が着用者によって把持されている状態で、バックル４０が、ストラップ
接続部分２４０に接近すると、バックル４０の係合突出部は、そのバックル４０の係合突
出部がストラップ接続部分２４０の表面と接触している状態で、前方に移動を開始して、
バックル４０の開口部が、バックル４０の可撓性により拡大され、中央結合部材４２２が
、突出部材２４２の間のスペースに進入することができる。
【００８３】
　バックル４０が、引き続きストラップ接続部分２４０に向けて移動して、係合突出部が
、係合穴２４４内に収容されると、バックル４０の開口部が開放される方式で屈曲してい
た、バックル４０の係合部分４１０が復元して、係合突出部が、係合穴２４４を形成して
いる側壁部上に捕捉される。換言すれば、係合突出部は、係合穴２４４内に収容され、そ
の係合突出部の内壁部は、係合穴２４４の側壁部と接触する。
【００８４】
　それゆえ、バックル４０がストラップ接続部分２４０に結合されるプロセスを完了する
ことができ、突出部材２４２は、結合溝４２６内に収容されており、同時に、係合突出部
は、係合穴２４４内に収容されている。それゆえ、バックル４０とストラップ接続部分２
４０との結合状態を、維持することができる。
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【００８５】
　上述のように、着用者が、ストラップ接続部分２４０に向けてバックル４０を単純に移
動させる場合であっても、結合が可能となるため、ストラップ接続部分２４０が頭部上に
着用されている状態であっても、バックル４０を容易に結合することによって、マスク本
体２０を顔面上に着用することが可能となる。
【００８６】
　更には、ヘッドクレードル１０を取り外すために、ヘッドクレードル１０を、バックル
４０との結合から解除する場合、係合部分４１０を引き寄せてバックル４０の開口部を人
為的に拡大させ、バックル４０が結合される方向とは反対の方向で、バックル４０を前方
に移動させる。それゆえ、バックル４０は、容易に解除される。それゆえ、着用者がヘッ
ドクレードル１０を着用している状態で、着用者が、ヘッドクレードル１０をヘルメット
と交換することを望む場合、バックル４０を予め解除することによって、ヘッドクレード
ル１０を取り外すことができ、ヘルメットを着用者の頭部上に着用して、そのヘルメット
にバックル４０を再び結合することによって、マスク本体２０をヘルメットに接続するこ
とができるため、ヘッドクレードル１０は、ヘルメットと容易に交換可能であるという利
点がある。
【００８７】
　以下の説明は、本発明の実施形態に関するものである。
【００８８】
　物品１は、ヘッドバンド部材であって、このヘッドバンド部材は、一方向に延びる支持
部材と、その支持部材の一方の端部部分に形成されており、中を通過させるように形成さ
れている挿通穴を含む、第１の結合部分と、支持部材の他方の端部部分に形成されている
、第２の結合部分と、第１の結合部分又は第２の結合部分の端部部分に形成されており、
ストラップと接続される、ストラップ接続部分とを含み、第２の結合部分の少なくとも一
部が、第１の結合部分の挿通穴内に挿入されることにより、それら第１の結合部分及び第
２の結合部分が、互いに結合されるように設けられ、このヘッドバンド部材は、ストラッ
プを介して呼吸用マスクのマスク本体に接続され、その呼吸用マスクの着用状態が維持さ
れる。
【００８９】
　物品２は、第１の結合部分が、挿通穴の内周面から突出するように形成されている、ク
リック突出部を含む、ヘッドバンド部材である。
【００９０】
　物品３は、第２の結合部分が、挿通穴内に挿入可能な形状を有するキャップと、そのキ
ャップの表面から突出するように形成されている可撓性リングとを含み、この可撓性リン
グが、第２の結合部分を貫通するように形成されている円形穴内に収容されており、その
円形穴の内周面から突出している接続突出部を介して、円形穴の内周面と接続されている
、ヘッドバンド部材である。
【００９１】
　物品４は、キャップが、可撓性リングが形成されている表面とは反対側を向いた表面が
中心に向けて隆起している湾曲形状で形成されている、ヘッドバンド部材である。
【００９２】
　物品５は、可撓性リングが、その可撓性リングの外周面の１つの位置から突出するよう
に形成されている結合突出部を含み、その結合突出部を収容可能な結合溝が、クリック突
出部内に形成されている、ヘッドバンド部材である。
【００９３】
　物品６は、可撓性リングが、接続突出部内に径方向で形成されている陥凹溝を含む、ヘ
ッドバンド部材である。
【００９４】
　物品７は、第１の結合部分が、クリック突出部と向かい合う内周面から径方向で突出す
るように形成されているストッパを更に含む、ヘッドバンド部材である。
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【００９５】
　物品８は、ストラップ接続部分が、ストラップ接続穴の側壁部と接続されている、固定
具を含み、その固定具の端部部分が選択的に係合する段差部分が、ストラップ接続穴の他
方の側壁部上に突出して形成されている、ヘッドバンド部材である。
【００９６】
　物品９は、１つ以上のストラップ把持溝が、ストラップ接続部分の段差部分内に陥凹し
て形成されており、固定具が、そのストラップ把持溝に対応する位置で、段差表面に面す
る表面から突出するように形成されている、ストラップ把持突出部を含む、ヘッドバンド
部材である。
【００９７】
　物品１０は、ストラップ把持突出部が、その固定具の段差表面に面する表面に対して、
斜めに形成されている、ヘッドバンド部材である。
【００９８】
　物品１１は、ストラップ接続部分が、支持部材の延長方向に対して、所定の角度で捩れ
た方式で形成されている、ヘッドバンド部材である。
【００９９】
　物品１２は、ストラップ接続部分が、ストラップに接続されている側を有するバックル
を介して、ストラップに接続される、ヘッドバンド部材である。
【０１００】
　物品１３は、ストラップ接続部分が、突出部材が突出している表面を含み、その突出部
材の形状に対応する形状を有する結合溝が、バックル内に形成されており、突出部材が結
合溝内に挿入されることにより、ストラップ接続部分がバックルに結合される、ヘッドバ
ンド部材である。
【０１０１】
　物品１４は、互いに結合された２つのヘッドバンド部材を含む、ヘッドクレードルであ
って、それらのヘッドバンド部材が、一方向に延びるバンド部分と、そのバンド部分の一
方の端部部分に形成されており、中を通過させるように形成されている挿通穴を有する、
第１の結合部分と、バンド部分の他方の端部部分に形成されている、第２の結合部分と、
第１の結合部分又は第２の結合部分の端部部分に形成されており、マスク本体と接続され
ているストラップと接続される、ストラップ接続部分とを含み、それら２つのヘッドバン
ド部材のうち、一方の側の第２の結合部分の少なくとも一部が、他方の側の第１の結合部
分の挿通穴内に挿入されて結合され、他方の側の第２の結合部分の少なくとも一部が、一
方の側の第１の結合部分の挿通穴内に挿入されて結合されており、それら２つのヘッドバ
ンド部材が、第１の結合部分及び第２の結合部分の中心の周りで、互いに対して所定の角
度で枢動可能となるように、かつ展開することが可能、又は展開状態から再び畳み込み可
能となるように設けられている。
【０１０２】
　物品１５は、第１の結合部分が、挿通穴の内周面から突出するように形成されている、
クリック突出部を含む、ヘッドクレードルである。
【０１０３】
　物品１６は、第２の結合部分が、挿通穴内に挿入可能な形状を有するキャップと、その
キャップの表面から突出するように形成されている可撓性リングとを含み、この可撓性リ
ングが、第２の結合部分を貫通するように形成されている円形穴内に収容されており、そ
の円形穴の内周面から突出している接続突出部を介して、円形穴の内周面に接続されてお
り、キャップが挿通穴内に挿入されることにより、第１の結合部分及び第２の結合部分が
互いに結合される、ヘッドクレードルである。
【０１０４】
　物品１７は、キャップが挿通穴内に挿入される場合、そのキャップの少なくとも一部が
、挿通穴の内側に位置決めされ、第２の結合部分が、第１の結合部分に対して回転する場
合、そのキャップが、挿通穴によって案内されて回転する、ヘッドクレードルである。
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【０１０５】
　物品１８は、第１の結合部分が、クリック突出部と向かい合う内周面から径方向で突出
するように形成されているストッパを更に含み、キャップが、可撓性リングが形成されて
いる表面とは反対側を向いた表面が中心に向けて隆起している湾曲形状で形成されており
、クリック突出部及びストッパが、挿通穴にキャップが挿入される際に、その第２の表面
が上を移動する傾斜表面を含む、ヘッドクレードルである。
【０１０６】
　物品１９は、キャップが挿通穴内に挿入されると、そのキャップが、クリック突出部及
びストッパによって、挿入方向とは反対の方向に分離することを防止する、ヘッドクレー
ドルである。
【０１０７】
　物品２０は、可撓性リングが、その可撓性リングの外周面の１つの位置から突出するよ
うに形成されている結合突出部を含み、その結合突出部を収容可能な結合溝が、クリック
突出部内に形成されており、陥凹溝が、接続突出部内に径方向で形成されている、ヘッド
クレードルである。
【０１０８】
　物品２１は、ストラップ接続部分が、ストラップ接続穴の側壁部に接続されている、固
定具を含み、その固定具の端部部分が選択的に係合する段差部分が、ストラップ接続穴の
他方の側壁部上に突出して形成されている、ヘッドクレードルである。
【０１０９】
　物品２２は、１つ以上のストラップ把持溝が、ストラップ接続部分の段差部分内に陥凹
して形成されており、固定具が、そのストラップ把持溝に対応する位置で、段差表面に面
する表面から突出するように形成されている、ストラップ把持突出部を含む、ヘッドクレ
ードルである。
【０１１０】
　物品２３は、ストラップ把持突出部が、その固定具の段差表面に面する表面に対して、
斜めに形成されている、ヘッドクレードルである。
【０１１１】
　物品２４は、ストラップ接続部分が、支持部材の延長方向に対して、所定の角度で捩れ
た方式で形成されており、ヘッドクレードルが最大限に展開されると、互いに結合されて
いる２つの支持部材が、ストラップ接続部分の仮想中心線に対して対称となる、ヘッドク
レードルである。
【０１１２】
　物品２５は、ストラップ接続部分が、ストラップに接続されている側を有するバックル
を介して、ストラップに接続される、ヘッドクレードルである。
【０１１３】
　物品２６は、ストラップ接続部分が、突出部材が突出している表面を含み、その突出部
材の形状に対応する形状を有する結合溝が、バックル内に形成されており、突出部材が結
合溝内に挿入されることにより、バックルがストラップ接続部分に結合される、ヘッドク
レードルである。
【０１１４】
　本開示による、呼吸用マスクを着用するためのヘッドバンド部材、及びそのヘッドバン
ド部材を含むヘッドクレードルの特定の実施形態を、単なる例として説明してきたが、本
開示は、それらの実施形態に限定されるものではなく、本明細書で開示される基本理念に
従った、最も広い範囲を有するものと解釈されるべきである。当業者は、本開示の範囲か
ら逸脱することなく、これらの実施形態を、開示された実施形態に含まれていない形状の
パターンと組み合わせるか、又は置き換えることによって、本発明を実施することができ
る。更には、当業者は、本明細書に基づいて、開示された実施形態を容易に変更又は修正
することができ、そのような変更又は修正もまた、本開示の範囲に含まれることが明白で
ある。
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